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平成２４年度 事業原簿（ファクトシート） 

 

作 成 日：平成２４年４月１日作成 

更新時期：平成２５年５月  現在 

制度・施策名称  

事業名称 アスベスト含有廃棄物の無害化実証開発 コード番号：Ｐ１１０１４ 

推進部署 環境部 

事業概要 

先の東日本大震災により発生した大量の廃棄物の中には、アスベスト（石綿）を

含有する廃棄物も含まれており、その危険性から適切な処理が求められている。こ

れら廃棄物の中から石綿のみを選別することは極めて困難であり、その他の廃棄物

との多少の混合があっても、石綿を無害化できる処理法の実用化が望まれている。

本事業では、被災地で発生している大量の石綿含有廃棄物を、安全に、かつ被災

地のエネルギー事情に鑑み極力自立型のエネルギーを用いて無害化処理するため

の技術を実証することを目的とする。 

①石綿含有震災廃棄物の無害化処理条件の確立 

ロータリーキルン式無害化・炭素化炉を設置し、石綿含有震災廃棄物を 1,000℃

以下で無害化できる最適な条件を確立する。 

②エネルギー自立型処理システムの運転条件確立 

石綿の無害化を確保した上で、無害化・炭素化炉から排出される木質系震災廃棄

物を水蒸気ガス化し、生成した H2、CO ガスを燃料として発電するエネルギー自立

型の処理システムの運転条件を確立する。 

③排ガス中への飛散石綿や PCB 等のハロゲン系有害物質の混入防止 

大気放出排ガス中に飛散アスベストや PCB 等のハロゲン系有害物質が混入しな

いよう、排ガス性状を確認するとともに混入リスクを考慮した対策を実施する。 

④無害化処理物の再資源化 

無害化後残渣の性状分析を行い、ラボベースで再生建材等への活用を検討する。

⑤事業化シナリオの策定 

上記①～④の技術を基に、処理能力・条件及びコストを検討し、事業化シナリオ

を策定する。 

⑥災害廃棄物無害化再資源化処理用移動式処理システムの検討 

上記①～⑤の技術を基に、移動式処理システムの条件を検討し、実用化及び事業

化シナリオを策定する。 

⑦環境省石綿無害化認定申請の準備 

上記①～③の実証試験データを用いて事業化に必須の環境省石綿廃棄物無害化

認定申請の準備を進める。 

事業規模 

事業期間：平成 23 年度～平成 24 年度 

契約等種別：委託（NEDO 負担率 100％） 

勘定区分：エネルギー需給勘定               [単位：百万円] 
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 平成 23 年度 
（実績） 

平成 24 年度 
（実績） 

合計 

予算額 326 72 398

執行額 320 11 331

１．事業の必要性 

先の東日本大震災により発生した大量の廃棄物の中には、石綿を含有する廃棄物も含まれてお

り、その危険性から適切な処理が求められている。これら廃棄物の中から石綿のみを選別すること

は極めて困難であり、その他の廃棄物との多少の混合があっても石綿を無害化できる処理法の実用

化が望まれている。石綿の処理法は従来 1500℃以上の高温での溶融又は飛散防止措置を施し、場

所を特定した上での埋立てに限られていたが、平成 18 年度から環境省の無害化認定制度取得によ

る処理方法も認められている。 

そこで本事業では、被災地で発生している大量の石綿含有廃棄物を安全かつ被災地のエネルギー

事情に鑑み極力自立型のエネルギーを用いて無害化処理するための実証開発を行う。 

２．事業の目標、指標、達成時期、情勢変化への対応 

①目 標 

本事業では、東日本大震災で発生した石綿含有廃棄物を、石綿を選別することなく安全に無害化

する技術の実証を行う。なお、緊急性を考慮し、実証の基本となる無害化技術に関しては既に技術

的に確認されたものを用いる。 

②指 標 

1)木質系、プラスチック系の石綿含有廃棄物を概ね 1,000℃以下で無害化すること。 

2)廃棄物無害化時に生成する炭化物を原料としたエネルギー自立型システムの実証を行うこと。 

3)実証試験は、処理量 5t/日以上で行うこと。 

③達成時期 

平成 24 年度 

④情勢変化への対応 

特になし 

３．評価に関する事項 

① 評価時期 

・毎年度評価：平成 25 年 5 月 

・事後評価： なし 

② 評価方法 

・毎年度評価：内部評価 
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平成２４年度 事業評価書 

 

平成２５年１０月３日作成 

制度・施策名称  

事業名称 アスベスト含有廃棄物の無害化実証開発 コード番号：Ｐ１１０１４

担当推進部 環境部 

０．事業実施内容 

本実証事業は、石綿含有震災廃棄物を無害化するための無害化・炭素化炉及び無害化・炭素化

炉から排出された炭化物を水蒸気ガス化するガス化炉を設置し、生成した H2、CO を燃料として発

電するエネルギー自立型処理システムを構築するものであり、平成 24 年度は、前年度に設置した

実証試験設備を用いて実証試験を実施した。 

① 石綿含有震災廃棄物の無害化処理条件の確立 

溶融剤を含む石綿含有廃棄物等を 117.5～168kg/h の範囲で無害化・炭素化炉に装入し、炉内平

均温度 950～1100℃で運転することにより、石綿含有震災廃棄物が無害化できることを確認した。

運転温度は±200℃の短期変動を持つが、平均的にはほぼ 1000℃で運転できた。 

②エネルギー自立型処理システムの運転条件確立 

炭化した廃棄物を 30kg/h でガス化炉に装入し、同量の過熱水蒸気を装入して、H2 25％、CO 6％、

N2 41％等からなる生成ガス 54Nm3/h を得た。生成ガスはガスエンジンに供給し、軽油混焼状態で

発電を実施した。 

③排ガス中への飛散石綿や PCB 等のハロゲン系有害物質の混入防止 

無害化・炭素化炉の排ガスはバグフィルターと HEPA(High Efficiency Particulate Air)フィ

ルターを用いることにより、飛散石綿量を大気汚染防止法特定ばいじんの敷地境界基準(10 本/L)

以下に抑制できた。また排ガス中のばいじん量、SOx、NOx、HCl 等は環境規制値以下であったが、

塩素含有廃棄物が混入した試験ではダイオキシン類が規制値の 2.6 倍となったため、無害化・炭

素化炉における完全燃焼を促進する設備対策等が必要であることが分かった。 

④無害化処理物の再資源化 

ラボ試験で、無害化物を水熱合成することにより 90%以上の収率でリン吸着剤や肥料として利

用できるトバモライト(Tobermorite)11Åに転換できることが分かった。 

⑤事業化シナリオの策定 

廃棄物処理量 10t/日(石綿含有廃棄物 5t/日＋木質系廃棄物 5t/日)の装置を設置した場合の概

略の経済性を試算した。 

⑥災害廃棄物無害化再資源化処理用移動式処理システムの検討 

移動式処理システムとして 40 フィートコンテナを想定した限界サイズ・重量を検討した。 

⑦環境省石綿無害化認定申請の準備 

環境省石綿無害化認定申請書の実証試験概要に記載するデータを取得できた。 

１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 

先の東日本大震災により発生した大量の災害廃棄物・津波堆積物は、本年 1月末日時点で岩手、

宮城、福島の 3 県で約 2,668 万トンと推計されている中で、最終処分が完了したものは震災後約

2 年を経過しても 35%であり、早急な処理が必要である。この災害廃棄物・津波堆積物の中には建
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屋の保温や耐火屋根・壁材料等に用いられていた石綿を含有する廃棄物も含まれており、健康被

害等への危険性から適切な処理が求められている。しかし、これら廃棄物の中から石綿のみを選

別して処理することは極めて困難であり、その他の廃棄物との多少の混合があっても、石綿を無

害化できる処理法の実用化が望まれている。 

石綿の処理法としては、従来 1,500℃以上の高温での溶融、又は飛散防止措置を施し場所を特

定した上での埋立てに限られていたが、平成 18 年度から環境省の無害化認定制度取得による処理

方法も認められている。このため、被災地で発生している大量の石綿含有廃棄物を安全に、かつ

被災地のエネルギー事情に鑑み極力エネルギーを自製して無害化処理する技術を開発することは

処理方法の多様化の観点からも意義のあるものである。 

本事業では、東日本大震災で発生した石綿を含有する廃棄物を安全に無害化し、かつエネルギ

ー自立型プロセスとして処理する技術の実証を行うことを目的としており、加えて緊急性を考慮

して基本となる無害化技術に関しては、環境省、経産省又は NEDO の事業等にて、既に技術的に確

認済みのものを用いて実証を行っており、社会・経済上の意義及び当該目的の妥当性は、十分に

有していると考えられる。 

２．効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 

①手段の適正性 

本事業は、東日本大震災により発生した石綿含有廃棄物を、石綿を選別分離することなしに処

理する技術の実証を目的としている。 

本事業の委託先である㈱ストリートデザインは、平成21年度に実施されたNEDO委託事業「アス

ベスト含有建材等安全回収・処理等技術開発／アスベスト含有特別管理産業廃棄物の低温溶融高

効率無害化処理及び再資源化処理システムの実用化に向けた技術開発」において確立された同社

独自の溶融剤を用いる石綿の低温無害化処理技術を保有しており、緊急性を要する本事業の実施

において必要な能力を有していると考えられた。同社からの再委託先には、石綿低温処理技術の

知見を有する国立大学法人東京工業大学、石綿と同時に処理される木質系廃棄物の熱分解技術を

有する独立行政法人産業技術総合研究所、無害化した石綿の再利用研究の知見を有する国立大学

法人秋田大学、実証場所である釜石市に拠点を有し実証設備設置場所及び実証試験要員の提供並

びに実証試験原料の収集手段を有する㈱ムゲンシステムが参画しており、効果的かつ効率的に本

実証事業を行うために適切であったと判断できる。 

②効果とコストとの関係に関する分析 

本事業の実施に当たって、構成する装置として中古の類似処理設備を購入・改造し、これらを

集約して本実証事業に必要なシステムとして組み上げることにより、5 ヶ月という短期間で設備

設置するなど、緊急性を要する本事業目的に合致した実証事業の推進を図った。 

また本事業の当初の目標達成により、エネルギー自立型の石綿含有廃棄物処理設備として地域

エネルギー依存度が低く処理コストが安価な処理システムが確立することになり、また石綿処理

事業が加速し、雇用促進にもつながる可能性も有する。さらに本事業の中の木質系熱分解プロセ

スを活用すればバイオマス等からの小規模エネルギー転換・供給設備への展開も見込まれ、再生

エネルギー活用の拡大が期待できる。 

このため、本事業の実施により、石綿の無害化処理に留まらず、地域における再生エネルギー

供給の可能性もあり、効果は高いと考えられる。 
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３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 

平成 24 年度の本事業の目的は、前年度に設置した設備を用いエネルギー自立型石綿無害化処理

実証試験を実施することである。4月～9月の実証期間において、延べ 14 日間で 14 水準の無害化

試験と 2 日間で 1水準の無害化物ガス化試験を実施し、延べ 3.9t の石綿含有廃棄物を試験した。

指標 1)に対して、平均値ではほぼ 1,000℃で無害化試験を実施した。しかし、周期的な温度変

動（最大変動幅 400℃）の存在や無害化・炭素化炉への空気の漏れ込みなど、安定的な試験が達

成できなかった可能性が高い。処理生成物は、JIS で規定された分析法(X 線回折、分散染色法)

では全 7 サンプルの石綿無害化を確認した。 

指標 2)に対して、ガス化炉で石綿無害化物中の炭素分を水蒸気ガス化し、生成した H2、CO を含

むガスで発電を実施した。発電は安定運転のため軽油混焼状態で行っており、発電機への投入エ

ネルギー量からエネルギー自製率は約 3 割と推定される。また、生成ガス中には本来炭素分の水

蒸気ガス化反応とは関係のない N2が 41%存在しており、ガス化炉への空気漏えいの可能性がある。

指標 3)に対して、無害化・炭素化炉への最大装入量は溶融剤を含め 168kg/h であり、廃棄物処

理量として 3.5t/日、溶融剤を含めた処理量として 4.0t/日であり、目標未達である。 

本事業では、目標処理量の未達などはあったものの、このプロセスを用いて石綿含有廃棄物の

無害化が可能であることを確認でき、環境省「石綿含有廃棄物無害化認定制度」申請に記載する

実証試験概要の基礎データを取得できた。委託事業者は「認定制度」申請の準備を進めており、

認定されれば東日本大震災やその他の石綿含有廃棄物の新たな処理が可能となり、震災復興やそ

の他の地域における石綿処理に貢献していくものと想定され、社会・経済への貢献は高いものと

考えられる。 

４．優先度（事業に含まれる各テーマの中で、早い時期に、多く優先的に実施するか） 

特記事項なし 

５．その他の観点（公平性等事業の性格に応じ追加） 

特記事項なし 

６． 総合評価 

① 総括 

本事業は、東日本大震災で発生した石綿含有廃棄物を石綿のみを単離・分別することなしに一

括処理し、エネルギー自立型の安価な処理システムを実証し、環境省「石綿含有廃棄物無害化認

定制度」の認定取得の準備を行うことを目的にしており、実証結果により委託事業者は認定取得

準備を進めている。この認定取得がなされれば事業化が加速され、震災地域における廃棄物処理

も加速されるものと思われる。現状、震災後 2 年を経過しても廃棄物の最終処理は 35%程度しか

進んでいない状況にあり、また石綿が混在する可能性のある倒壊家屋などのがれき処理が必要で

あることを踏まえると、早期に本技術の事業化を図ることは、震災復興を加速する上で意義の高

いものである。 

②今後の展開 

本事業の実施により環境省「石綿含有廃棄物無害化認定制度」の認定取得の準備が進められて

おり、技術開発・実証としては当初の目的を達成したため、事業を終了する。 

 


